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令和５年度旭川市福祉灯油購入助成事業の給付スケジュール等について 

 

１ 対象世帯 

令和５年１２月１日において旭川市に住民登録がある，次のすべてに該当する世帯 

①世帯全員の令和５年度の住民税が非課税である世帯 

②世帯の中に，住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯 

③世帯の中に，租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯 

④次のいずれかに該当する世帯 

 ・令和５年度内に満７０歳以上になる方（昭和２９年４月１日以前生まれ）がいる世帯 

・身体障害者手帳（１級または２級），療育手帳（Ａ判定），精神障害者保健福祉手帳（１

級）のいずれかの交付を受けている方がいる世帯 

・旭川市ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている世帯 

・旭川市の実施責任において生活保護を受けている世帯 

 ⑤ ④の支給対象者全員が社会福祉施設等（母子生活支援施設を除く）に入所または病院

に入院していないこと 

 

２ 支給額 

  １世帯あたり１０，０００円（１回限り） 

 

３ 申請方法と支給時期 

  令和５年度の住民税課税状況などから，支給対象と見込まれる方には，市から令和６年

１月５日（発送予定）に，「確認書」または「通知書」をお送りします。 

（１）確認書による申請 

   課税状況から支給対象となる可能性が高い世帯（約２９，４００世帯）に対しては，

「確認書」をお送りします。入所入院していないことなどを誓約のうえ，返信用封筒に

より返送してください。市に届いてから２～３週間程度で支給いたします。 

（２）通知書による支給 

  入所入院していないことが市で把握できる生活保護世帯（約６，９００世帯）に対して

は，「通知書」をお送りします。１月２９日（予定）に支給いたします。 

 

※お急ぎの方へ 

（３）オンライン等による申請 

   特段の事情により給付をお急ぎの世帯は，１２月１９日（火）から市ホームページに

よる「オンラインによる申請」「ダウンロードによる申請」を受け付けます。本人確認

書類などの添付が必要になります。 

申請受付から２～３週間程度で支給いたします。 



（４）窓口での申請 

   オンラインやダウンロード申請も困難な方は窓口での申請をお受けします。本人確

認書類などの提出が必要になります。 

申請書受理から２～３週間程度で支給いたします。 

●受付会場 

５条通９丁目左１号 ベストアメニティ旭川ビル１階 

電話０１６６－７６－７４１５ 

●受付時間 

８時４５分から１７時１５分まで（土日祝日，１２月３０日～１月４日を除く平日） 

 

４ 申請期間 

  令和６年２月２９日まで（当日消印有効） 


